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○ 周 波 数 割 当 計 画 （ 平 成 二 十 四 年 総 務 省 告 示 第 四 百 七 十 一 号 ） の 一 部 を 変 更 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表                                     （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

第１ 総則 第１ 総則 

  

１～８ ［略］ １～８ ［同左］  

  

第２ 周波数割当表 

１～７ ［略］ 

第２ 周波数割当表 

１～７ ［同左］ 

周波数割当表 

第２表 27.5ＭＨｚ－10000ＭＨｚ 

周波数割当表 

第２表 27.5ＭＨｚ－10000ＭＨｚ 

 国内分配（ＭＨｚ） 

（４） 

無線局の目的 

（５） 

周波数の使用に関する条件 

（６） 

  国内分配（ＭＨｚ） 

（４） 

無線局の目的 

（５） 

周波数の使用に関する条件 

（６） 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］  

 915-930 

 J67 

移動 J68 電気通信業務用 

公共業務用 

放送事業用 

小電力業務用 

一般業務用 

小電力業務用での使用はテレメ

ーター用、テレコントロール用

及びデータ伝送用並びに移動体

識別用とし、テレメーター用、

テレコントロール用及びデータ

伝送用への割当ては別表９－１

に、移動体識別用への割当ては

別表９－10による。 

一般業務用のうち、移動体識別

用への割当ては、別表６－２に

よる。 

  915-930 

 J67 

移動 J68 簡易無線通信業務

用 

小電力業務用 

一般業務用 

簡易無線通信業務用への割当て

は、別表７－５による。 

小電力業務用での使用はテレメ

ーター用、テレコントロール用

及びデータ伝送用並びに移動体

識別用とし、テレメーター用、

テレコントロール用及びデータ

伝送用への割当ては別表９－１

に、移動体識別用への割当ては

別表９－10による。 

一般業務用のうち、移動体識別

用への割当ては、別表６－２に

よる。 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］  

 940-960 

 J67 J94 

移動 J68 J95 電気通信業務用 

簡易無線通信業務用 

小電力業務用 

一般業務用 

電気通信業務用での使用は携帯

無線通信用とし、割当ては別表

10－２による。 

簡易無線通信業務用での使用は

移動体識別用とし、割当ては 別

表７－５による。 

簡易無線通信業務用、小電力業

務用及び一般業務用での使用は

、平成 30年３月 31日までに限

る。 

小電力業務用での使用はテレメ

ーター用、テレコントロール用

及びデータ伝送用並びに移動体

識別用とし、テレメーター用、

テレコントロール用及びデータ

伝送用への割当ては別表９－１

に、移動体識別用への割当ては

別表９－10による。 

一般業務用での使用は移動体識

別用とし、割当ては別表６－２

  940-960 

 J67 J94 

移動 J68 J95 電気通信業務用 

簡易無線通信業務

用 

小電力業務用 

一般業務用 

電気通信業務用での使用は携帯

無線通信用とし、割当ては別表

10－２による。 

簡易無線通信業務用での使用は

移動体識別用とし、割当ては 別

表７－６による。 

簡易無線通信業務用、小電力業

務用及び一般業務用での使用は

、平成 30年３月 31日までに限

る。 

小電力業務用での使用はテレメ

ーター用、テレコントロール用

及びデータ伝送用並びに移動体

識別用とし、テレメーター用、

テレコントロール用及びデータ

伝送用への割当ては別表９－１

に、移動体識別用への割当ては

別表９－10による。 

一般業務用での使用は移動体識

別用とし、割当ては別表６－２
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による。 による。 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］  

  

第３表 10ＧＨｚ－275ＧＨｚ 第３表 10ＧＨｚ－275ＧＨｚ 

 国内分配（ＧＨｚ） 

（４） 

無線局の目的 

（５） 

周波数の使用に関する条件 

（６） 

  国内分配（ＧＨｚ） 

（４） 

無線局の目的 

（５） 

周波数の使用に関する条件 

（６） 

 

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］  

 50.4-51.4 固定 

移動 

簡易無線通信業務用 割当ては、別表７－６による。   50.4-51.4 固定 

移動 

簡易無線通信業務

用 

割当ては、別表７－７による。  

  固定衛星（地球か

ら宇宙） 

移動衛星（地球か

ら宇宙） 

電気通信業務用 

公共業務用 

    固定衛星（地球か

ら宇宙） 

移動衛星（地球か

ら宇宙） 

電気通信業務用 

公共業務用 

  

 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］  

  

別表１－１～７－４ ［略］ 別表１－１～７－４［同左］ 

 別表７－５ 920.5-923.5MHz帯簡易無線局の周波数表 

  占有周波数帯幅が 200kHz以下

の無線設備 

920.6MHz以上 923.4MHz以下の周波数であって、920.6MHz及

び 920.6MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 

 

  占有周波数帯幅が 200kHzを超

え 400kHz以下の無線設備 

920.7MHz以上 923.3MHz以下の周波数であって、920.7MHz及

び 920.7MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 

 

  占有周波数帯幅が 400kHzを超

え 600kHz以下の無線設備 

920.8MHz以上 923.2MHz以下の周波数であって、920.8MHz及

び 920.8MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 

 

  占有周波数帯幅が 600kHzを超

え 800kHz以下の無線設備 

920.9MHz以上 923.1MHz以下の周波数であって、920.9MHz及

び 920.9MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 

 

  占有周波数帯幅が 800kHzを超

え 1MHz以下の無線設備 

921MHz以上 923MHz以下の周波数であって、921MHz及び

921MHzに 100kHzの自然数倍を加えたもの 

 

別表７－５ 移動体識別用簡易無線局の周波数表 別表７－６ 移動体識別用簡易無線局の周波数表 

［表 略］ ［同左］ 

別表７－６ 50GHz帯簡易無線局の周波数表 別表７－７ 50GHz帯簡易無線局の周波数表 

（表略） （表略） 

別表８－１～８－５ ［略］ 別表８－１～８－５ ［同左］ 

別表８－６ デジタルコードレス電話の無線局の周波数表 別表８－６ デジタルコードレス電話の無線局の周波数表 

 1893.65MHz以上1905.95MHz以下の周波数であって、1893.65MHz及び1893.65MHzに300kHzの自然

数倍を加えたもの 

  1893.65MHz以上1905.95MHz以下の周波数であって、1893.65MHz及び1893.65MHzに300kHzの自然

数倍を加えたもの 

 

 1895.616MHz以上1904.256MHz以下の周波数であって、1895.616MHz及び1895.616MHzに1728kHz

の自然数倍を加えたもの 

  1895.616MHz以上1902.528MHz以下の周波数であって、1895.616MHz及び1895.616MHzに1728kHzの

自然数倍を加えたもの 

 

 1897.4MHz、1899.1MHz、1899.2MHz、1901MHz   

別表８－７～８－10 ［略］ 別表８－７～８－10 ［同左］ 

別表９－１ テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波数表 別表９－１ テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波数表 

 ［同左］ ［同左］   ［同左］ ［同左］  

 915.9-

928.1MHz

帯の周波

数の電波

を使用す

一の単位チャネルを使用す

るもの 

916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz及

び916MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの 

  915.9-

928.1MHz

帯の周波

数の電波

を使用す

占有周波数帯幅が 200kHz以

下の無線設備 

916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz

及び916MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの 

 

 連続する二の単位チャネル

を同時に使用するもの 

916.1MHz以上927.9MHz以下の周波数であって、

916.1MHz及び916.1MHzに200kHzの自然数倍を加えた

もの 

  占有周波数帯幅が 200kHzを

超え 400kHz以下の無線設備 

916.1MHz以上927.9MHz以下の周波数であって、

916.1MHz及び916.1MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 
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 る無線設

備 

連続する三の単位チャネル

を同時に使用するもの 

916.2MHz以上927.8MHz以下の周波数であって、

916.2MHz及び916.2MHzに200kHzの自然数倍を加えた

もの 

  る無線設

備 

占有周波数帯幅が 400kHzを

超え 600kHz以下の無線設備 

916.2MHz以上927.8MHz以下の周波数であって、

916.2MHz及び916.2MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 

 

 連続する四の単位チャネル

を同時に使用するもの 

916.3MHz以上927.7MHz以下の周波数であって、

916.3MHz及び916.3MHzに200kHzの自然数倍を加えた

もの 

  占有周波数帯幅が 600kHzを

超え 800kHz以下の無線設備 

916.3MHz以上927.7MHz以下の周波数であって、

916.3MHz及び916.3MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 

 

 連続する五の単位チャネル

を同時に使用するもの 

916.4MHz以上927.6MHz以下の周波数であって、

916.4MHz及び916.4MHzに200kHzの自然数倍を加えた

もの 

  占有周波数帯幅が 800kHzを

超え 1MHz以下の無線設備 

916.4MHz以上927.6MHz以下の周波数であって、

916.4MHz及び916.4MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 

 

 928.1-

929.7MHz

帯の周波

数の電波

を使用す

る無線設

備 

一の単位チャネルを使用す

るもの 

928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、

928.15MHz及び928.15MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 

  928.1-

929.7MHz

帯の周波

数の電波

を使用す

る無線設

備 

占有周波数帯幅が 100kHz以

下の無線設備 

928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、

928.15MHz及び928.15MHzに100kHzの自然数倍を加

えたもの 

 

 連続する二の単位チャネル

を同時に使用するもの 

928.2MHz以上929.6MHz以下の周波数であって、

928.2MHz及び928.2MHzに100kHzの自然数倍を加えた

もの 

  占有周波数帯幅が 100kHzを

超え 200kHz以下の無線設備 

928.2MHz以上929.6MHz以下の周波数であって、

928.2MHz及び928.2MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 

 

 連続する三の単位チャネル

を同時に使用するもの 

928.25MHz以上929.55MHz以下の周波数であって、

928.25MHz及び928.25MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 

  占有周波数帯幅が 200kHzを

超え 300kHz以下の無線設備 

928.25MHz以上929.55MHz以下の周波数であって、

928.25MHz及び928.25MHzに100kHzの自然数倍を加

えたもの 

 

 連続する四の単位チャネル

を同時に使用するもの 

928.3MHz以上929.5MHz以下の周波数であって、

928.3MHz及び928.3MHzに100kHzの自然数倍を加えた

もの 

  占有周波数帯幅が 300kHzを

超え 400kHz以下の無線設備 

928.3MHz以上929.5MHz以下の周波数であって、

928.3MHz及び928.3MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 

 

 連続する五の単位チャネル

を同時に使用するもの 

928.35MHz以上929.45MHz以下の周波数であって、

928.35MHz及び928.35MHzに100kHzの自然数倍を加え

たもの 

  占有周波数帯幅が 400kHzを

超え 500kHz以下の無線設備 

928.35MHz以上929.45MHz以下の周波数であって、

928.35MHz及び928.35MHzに100kHzの自然数倍を加

えたもの 

 

 ［略］ ［略］ ［略］   ［同左］ ［同左］ ［同左］  

  

 

 


